三菱UFJ銀行災害義援金口座専用
「令和7年台風第22号及び第23号に対する義援金」
寄付申込書（兼領収書交付依頼書）
令和　　年　　月　　日

社会福祉法人　東京都共同募金会　殿
「令和7年台風第22号及び第23号に対する義援金」募集の趣旨に賛同して　下記金額を寄付いたします
記

￥　　　　　　　　　　　

	ご住所

	〒

	電話番号（　　　　-　　　　-　　　　）

	EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps14 \o\ad(\s\up 13(フリガナ),ご寄付者芳名)（団体名）

	

	ご送金予定日　令和　　　年　　　月　　　日


（備考）

＊お振込先＊

三菱UFJ銀行　日本橋支店　普通預金　0892517　「東京都共同募金令和７年台風災害義援金」
　・本寄付申込書は上記口座へ災害義援金のご寄付をご送金いただき「領収書を希望する方」のみ、ご送金前に下記FAX宛もしくはご郵送によりご提出ください。（領収書が不用の方はご提出いただかなくて結構です。）
　・ゆうちょ銀行窓口からゆうちょ銀行災害義援金専用口座へご送金いただき、領収書をご希望の場合は、本寄付申込書はご提出なさらず、払込取扱票の通信欄に領収書希望の旨をご記入ください。
　・領収書は本寄付申込書と上記金融機関への入金内容を突合して交付いたします。（上記ご寄付者芳名と金融機関の送金者名が異なると領収書が交付出来ませんので、送金者名と領収書に記載するご寄付者名が異なる場合は　必ず上記にご明記ください。）
　・領収書は確定申告等の寄付金控除手続きの際に必要となりますので、相当期間保管してください。

　・個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」（平成15年5月30日　法律第57号）および、「東京都共同募金会における個人情報保護に関する規程」（平成17年4月1日施行）に基づき適正に管理いたします。
　・ご寄付に際し、

下記による送金につきましては送金手数料無料となります。
◯三菱UFJ銀行ATMから上記口座への送金（現金またはカード）

◯三菱UFJ銀行個人向けネットバンキング「ダイレクト」から上記口座への送金

　下記につきましては各金融機関が定める送金手数料がかかります（送金者様ご負担）。ご了承ください。
　※三菱UFJ銀行窓口での振込による送金
　※他行ATM（三菱UFJ銀行と提携している三井住友銀行ATMを含む）からの送金

　※三菱UFJ銀行法人向けネットバンキング「BizSTATION」からの送金

　※他行のネットバンキングからの送金
〔お問い合わせ・寄付申込書送付先〕 社会福祉法人　東京都共同募金会
（169-0072　東京都新宿区大久保3-10-1　東京都大久保分庁舎201　　TEL 03-5292-3181　　FAX 03-5292-3189）
